
 

 

新型コロナウイルスの感染防止のための指針（4/4更新） 

清水工業株式会社 
社長部局 

 
感染確率の低減の為、以下の業務上の禁止事項、実施事項、自粛依頼を確認願います。 
 
目的 
国、自治体の方針と要請を理解し、それを尊重、実行することで 
感染の確率を下げ、社員、顧客、協力会社またその家族、地域の安全を守る 
 
回避事項・・・以下をなるべく避けることが予防につながります。 
① 換気の悪い空間の回避 
② 多くの人が密集する場所の回避 
③ 近距離での会話や発声の回避 
 
禁止事項 
全社 
臭いを感じない嗅覚異常、飲食時に味を感じない味覚異常がある状態、 
風邪の症状や 37 度超える発熱、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある状態での 
出社・出張業務 
不要不急のセミナー、行事への参加 
客先、協力会社等との懇親会、宴席への参加および実施 
出張宿泊先でのバイキング形式の食事の利用 
※やむを得ない場合は、事前に上司の許可を得る事 
 
実施事項 
全社 
手洗い、うがいの徹底、毎朝の検温、来客対応時のマスクの着用 
不要不急の新規訪問セールスの自粛依頼、電話・メールでの業務対応の推進 
厚生労働省 HP 等から情報を取得し、各自が知識を高めること 
 
 東京営業所 
一部の在宅勤務 
事務所の除菌清掃の徹底 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


 

 

自粛依頼 
・プライベートにおける不要不急の電車、飛行機等公共交通機関を利用した 

感染者の特に多い、又は多いエリアへの旅行や往来 
・感染者の特に多いエリアへの不要不急の旅行や往来 
・不要不急の不特定多数の人が集まる会食や行事への参加 
・バイキング形式の外食 
 
※営業業務に関しては別途指針による。 
 「コロナウイルス感染防止のための営業活動における指針」 


